
ツツジや藤の花が咲いて、若葉のみどりに初夏の到来を感じます。

今月の税務
総務

法人税 ： ３月決算法人の確定申告と納付
地方税 ： 自動車税の納付
社会保険 ： 労働保険の申告と納付

平成１９年から所得税が変わります

経理の窓
平成１９年５月１日号

『平成１９年度の税制改正』のパンフレットが４月に財務省から発表されました。

国税庁からは、『源泉所得税の改正のあらまし』が発表になりました。今月は所得税関係の改正につい

てまとめたいと思います。法人税関係は、例年６月頃の国税庁から発表される『法人税関係法令の改正

の概要』にて詳細を確認したいと思います。

Ⅰ 税源移譲の実施

平成１９年に国税（所得税）から地方税（住民税）への税金に移し替え（税源移譲）が実施されます。

○所得税は平成１９年分から減り

（平成１９年１月以降の源泉徴収及び平成２０年２～３月の確定申告）

○住民税は平成１９年度分から増えます（平成１９年６月以降納付分から）

所得税と住民税を合わせた同一課税年度における納税額は基本的には変わりません。

Ⅱ 定率減税の廃止

定率減税が廃止され、所得税は平成１９年分から、住民税は平成１９年度分から納税額が増えます。

税源移譲による納税額は変わらなくても、定率減税の廃止や所得（給与）の増収により、納税額は、

増えることになります。

Ⅲ 住宅ローン減税

税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果を確保するための控除額の特例の創設

所得税から住民税への税源移譲により中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、住宅ローン

控除額を控除しきれなくなり、住宅ローン減税額が減少する場合があります。

平成１９年・２０年入居者に限り、住宅ローン減税率を引き下げ、控除期間を１０年から１５年に

延長する特例措置が創設されました。現行制度との選択制です。

平成１１年から平成１８年までに入居された方には、平成２０年度分以降の住民税から、税源移譲に

より減少する住宅ローン減税額相当額を申告により控除できる措置があります。



住宅のバリアフリー改修促進税制の創設

現行の住宅ローン減税の対象範囲となる増改築等の範囲にバリアフリー改修工事が追加されました。

住宅のバリアフリー改修工事（補助金等を控除した金額）が３０万円超えるものを含む増改築工事

を行った場合に、現行の住宅ローン控除制度よりもバリアフリー改修工事の係るローン部分の控除

率を引き上げ、住宅ローン残高（1000万円限度）の一定割合を５年間にわたり所得税額から控除す

る制度が創設されました。現行の住宅ローン減税又は税源移譲に伴う特例措置との選択制です。

Ⅳ 居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限が３年延長されました。

下記の制度の適用期限が平成２１年１２月３１日まで延長されました。

○特定の居住用財産の買換え特例制度 （床面積要件５０㎡以上（上限撤廃））

○居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度

○特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度

Ⅴ 上場株式等の配当・譲渡益に係る税率の特例の適用期限が１年間延長されました。

○上場株式等の配当に係る軽減税率の特例の適用期限が平成２１年３月３１日まで延長されました。

○上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限が平成２０年１２月３１日まで延長され

ました。

Ⅵ その他

○地震保険料控除が平成１９年度より適用になります。

○障害者等の郵便貯金利子の非課税制度が廃止されます。平成１９年１０月１日から適用になります。

○所得税の確定申告を電子申告で行った場合、平成１９年度分又は平成２０年度分の税額から、

5,000円の税額控除を受けることができます。

○国税のコンビニ納付ができるようになります。平成２０年１月４日以降

３０万円以下の納付金額で、税務署が発行したバーコード付納付書が必要です。

有限会社 たべい 電話043-422-5836

FAX043-422-5844

財務省のホームページアドレス http://www.mof.go,jp

国税庁のホームページアドレス http://www.nta.go.jp

住宅ローン減税については、財務省が発表した『平成19年税制改正』のパンフレットの住宅・土地

税制の項で、減税額や適用者等をご確認ください。


